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(57)【要約】
【課題】表示装置に表示される画像の視認性が向上され
た表示装置付きミラーを提供すること。
【解決手段】光を透過する透過部と、一方の面に鏡面膜
が形成された鏡面部とを備える透明基板と、前記透明基
板の前記一方の面に設けられ、画像を表示する表示部が
前記透過部に接着剤を介して接合された表示装置と、を
有する表示装置付きミラー。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を透過する透過部と、一方の面に鏡面膜が形成された鏡面部とを備える透明基板と、
　前記透明基板の前記一方の面に設けられ、画像を表示する表示部が前記透過部に接着剤
を介して接合された表示装置と、を有する
ことを特徴とする表示装置付きミラー。
【請求項２】
　前記表示装置は、前記表示部の面積が前記透過部の面積よりも大きく、前記表示部の外
周縁が前記鏡面部に設けられている
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置付きミラー。
【請求項３】
　前記透明基板は、前記透過部を除く全面に前記鏡面部が設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の表示装置付きミラー。
【請求項４】
　前記透明基板は、光を透過する第２透過部を有し、
　前記透明基板の前記一方の面に設けられ、前記第２透過部を介して取得したデータを前
記表示装置に送信する通信装置を有する
ことを特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の表示装置付きミラー。
【請求項５】
　前記透明基板は、表面に平行な一方向の長さが１ｍ以上であり、前記一方向における一
端からの距離が０．５ｍ以上の領域に前記透過部が設けられている
ことを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載の表示装置付きミラー。
【請求項６】
　店舗に設置されていることを特徴とする請求項５に記載の表示装置付きミラー。
【請求項７】
　店舗の床から前記透明基板の上端までの高さが１．８ｍ以上であり、店舗の床から前記
透過部の下端までの高さが１．５ｍ以上に設置されている
ことを特徴とする請求項６に記載の表示装置付きミラー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置付きミラーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　鏡の一部に形成されている透光部の背面に表示装置が配置され、鏡に映る鏡像と表示装
置に表示される画像とを同時に見ることが出来るように構成されたミラーキャビネットが
知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０９９６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に係るミラーキャビネットでは、鏡に形成されている透光部
の背面と表示装置の表示面とが離間して設けられている。このため、透光部の背面に表示
装置の反射像が形成され、表示装置に表示される画像の視認性が低下するという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、表示装置に表示される画像の視認性が向
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上された表示装置付きミラーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の表示装置付きミラーによれば、光を透過する透過部と、一方の面に鏡
面膜が形成された鏡面部とを備える透明基板と、前記透明基板の前記一方の面に設けられ
、画像を表示する表示部が前記透過部に接着剤を介して接合された表示装置と、を有する
。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の実施形態によれば、表示装置に表示される画像の視認性が向上された表示装置
付きミラーが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態における表示装置付きミラーを例示する図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面概略図である。
【図３】実施形態における反射膜の構造を例示する拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。各図面において、
同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１０】
　［表示装置付きミラー］
　図１は、実施形態における表示装置付きミラー１００を例示する図である。また、図２
は、図１のＡ－Ａ断面概略図である。なお、図１及び図２において、Ｘ方向は表示装置付
きミラー１００の幅方向、Ｙ方向は表示装置付きミラー１００の厚さ方向、Ｚ方向は表示
装置付きミラー１００の高さ方向である。
【００１１】
　表示装置付きミラー１００は、図１及び図２に示すように、透過部１ａ，１ｂ及び鏡面
部２を備える透明基板１０、透過部１ａに設けられる表示装置３０、透過部１ｂに設けら
れる通信装置４０を有する。なお、以下において、透明基板１０の表示装置３０側の面を
背面、透明基板１０の表示装置３０とは反対側の面を前面として説明する。
【００１２】
　本実施形態における表示装置付きミラー１００は、例えば店舗の間仕切りや柱等に設け
られ、顧客が表示装置３０に表示される商品の情報や売り場案内等を取得するのに用いら
れる。さらに、衣料品店に設けられる場合には、顧客が色やデザインの異なる様々な商品
を試着した姿を仮想的に表示装置３０に表示し、顧客に様々な商品を試着した姿を確認さ
せることができる。また、衣料品店の試着室に設けられる場合には、カメラにより試着し
ている顧客の後ろ姿を撮影して表示装置３０に表示し、顧客に商品を試着した後ろ姿を確
認させることができる。なお、表示装置付きミラー１００の用途は上記例に限られるもの
ではない。
【００１３】
　＜透明基板＞
　透明基板１０は、例えばソーダライムガラス、アルミノシリケートガラス、アルミノボ
ロシリケートガラス、無アルカリガラス等の無機ガラス、もしくはポリカーボネート樹脂
、アクリル樹脂等からなる有機ガラス等である。また、透明基板１０は、複数のガラス板
が貼り合わされた合わせガラスであってもよい。
【００１４】
　透明基板１０が無機ガラスである場合には、例えば化学強化処理又は物理強化処理等の
表面強化処理が施されていてもよい。
【００１５】
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　また、透明基板１０の前面には、機能膜が設けられてもよい。機能膜としては、例えば
シリケートや金属酸化物の薄膜や類似の薄膜が形成されたフィルム等からなる反射防止膜
が挙げられる。反射防止膜は、スパッタリング法、蒸着法、湿式コーティング法等により
、透明基板１０の表面に直接形成されてもよく、上記したフィルムが貼り付けられること
で形成されてもよい。このような反射防止膜によって反射が抑制され、外部から表示装置
３０に表示される画像をより鮮明に見ることが可能になる。
【００１６】
　また、機能膜としては、フッ素樹脂やシリコーン樹脂などの樹脂薄膜が蒸着や粘着層な
どを介して透明基板１０の表面に形成された、防汚、撥水・撥油機能膜等であってもよい
。特に最外層にフッ素樹脂を有する機能膜は、透明基板１０に防汚性能や易清浄性を付与
できるため好ましい。
【００１７】
　なお、本実施形態における透明基板１０は矩形であるが、矩形以外の任意の形状であっ
てもよい。また、透明基板１０の厚さは、例えば２～６ｍｍである。
【００１８】
　（透過部及び鏡面部）
　透明基板１０は、図１及び図２に示すように、光を透過する透過部１ａ，１ｂ、背面に
鏡面膜２０が形成された鏡面部２を有する。
【００１９】
　透過部１ａ，１ｂは、透明基板１０の背面に鏡面膜２０が形成されず、光を透過する部
分である。透過部１ａの背面には、表示装置３０が設けられており、透明基板１０の前面
側から透過部１ａを介して表示装置３０に表示される画像を見ることが可能になっている
。また、透過部１ｂの背面には、通信装置４０が設けられている。なお、本実施形態にお
いて、透過部１ａ，１ｂの形状は矩形であるが、矩形以外の任意の形状であってもよい。
【００２０】
　鏡面部２は、透明基板１０の背面に鏡面膜２０が形成され、透明基板１０の前面側の物
体等を写す鏡として機能する。本実施形態では、透過部１ａ，１ｂを除く透明基板１０の
全面に鏡面部２が形成されているが、透明基板１０の透過部１ａ，１ｂとは異なる領域の
一部に鏡面部２が形成されてもよい。
【００２１】
　鏡面膜２０は、図３に示すように、透明基板１０の背面に形成された銀鏡面膜２０ａ、
銀鏡面膜２０ａ上に形成された金属保護膜２０ｂ、金属保護膜２０ｂ上に形成された裏止
め塗膜２０ｃを有する。
【００２２】
　銀鏡面膜２０ａは、例えば無電解メッキ法により透明基板１０の背面に膜状に析出され
る銀膜である。銀鏡面膜２０ａは、例えば０．５～２．０ｇ／ｍ２となるような膜厚とす
ることが好ましく、０．７～１．５ｇ／ｍ２となるような膜厚とすることがより好ましい
。
【００２３】
　金属保護膜２０ｂは、化学的に変質し易い銀鏡面膜２０ａの化学的耐久性を高めるため
に好ましく設けられる保護膜である。金属保護膜２０ｂは、銀鏡面膜２０ａとの密着性が
よく、化学的安定性の高い金属を用いて、無電解メッキ法等によって形成される。金属保
護膜２０ｂは、一層であってもよく、異種の金属の組み合わせにより２層以上形成されて
もよい。金属保護膜２０ｂは、例えば０．１～１．０ｇ／ｍ２となるような膜厚とするこ
とが好ましく、０．３～０．７ｇ／ｍ２となるような膜厚とすることがより好ましい。
【００２４】
　銀鏡面膜２０ａ及び金属保護膜２０ｂは、例えば以下の方法により形成される。まず、
表面が平滑で欠点の無い透明基板１０を十分に洗浄した後に活性化処理し、無電解メッキ
法により、所謂銀鏡反応によって銀を析出する銀メッキ液をスプレーして銀鏡面膜２０ａ
を形成する。次に銀鏡面膜２０ａ上に、無電解メッキ法により銅、ニッケル、錫等の金属
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又はこれらの合金を析出する金属メッキ液をスプレーして金属保護膜２０ｂを形成し、洗
浄及び乾燥する。
【００２５】
　銀鏡面膜２０ａ及び金属保護膜２０ｂは、例えば上記方法によって形成されるが、これ
に限定されるものではなく、真空蒸着法、スパッタ法等の各種被膜形成法により形成され
てもよい。
【００２６】
　裏止め塗膜２０ｃは、従来から公知の組成の材料を用いて形成され、銀鏡面膜２０ａ及
び金属保護膜２０ｂの耐アルカリ性、耐酸性、耐食性、機械的耐久性等を高める。裏止め
塗膜２０ｃの膜厚は、例えば３０～８０μｍであり、４０～６０μｍがより好ましい。
【００２７】
　透過部１ａ，１ｂは、例えば透明基板１０の透過部１ａ，１ｂを形成する部分にマスキ
ングテープを貼り、透明基板１０の背面全体に鏡面膜２０を形成して乾燥した後、マスキ
ングテープを剥がすことで形成される。あるいは、透明基板１０の背面全体に鏡面膜２０
を形成して乾燥した後に、例えば薬液を用いた処理やサンドブラスト処理等により鏡面膜
２０を除去することで、所望の位置に透過部１ａ，１ｂを形成してもよい。
【００２８】
　なお、本実施形態では、Ｚ方向において、透明基板１０の高さＨＨ１は１ｍ以上であり
、１．５ｍ以上がより好ましく、１．８ｍ以上がさらに好ましい。透明基板１０の高さＨ
Ｈ１が１ｍ以上の場合は、透明基板１０の下端からの高さＨ１が０．５ｍ以上の領域に透
過部１ａが形成されることが好ましい。また、透明基板１０の高さＨＨ１が１．５ｍ以上
の場合は、透明基板１０の下端からの高さＨ１が１ｍ以上の領域に透過部１ａが形成され
ることが好ましい。さらに、透明基板１０の高さＨＨ１が１．８ｍ以上の場合は、透明基
板１０の下端からの高さＨ１が１．５ｍ以上の領域に透過部１ａが形成されることが好ま
しい。
【００２９】
　また、表示装置付きミラー１００が店舗に設置される場合、店舗の床Ｇから透明基板１
０の上端までの高さＨＨ０は１．８ｍ以上であることが好ましく、２ｍ以上であることが
より好ましい。店舗の床Ｇから透明基板１０の上端までの高さＨＨ０が１．８ｍ以上であ
る場合には、店舗の床Ｇから透過部１ａの下端までの高さＨ０は１．５ｍ以上であること
が好ましい。また、店舗の床Ｇから透明基板１０の上端までの高さＨＨ０が２ｍ以上であ
る場合には、店舗の床Ｇから透過部１ａの下端までの高さＨ０は１．８ｍ以上であること
が好ましい。
【００３０】
　表示装置付きミラー１００が衣料品店等に設置されている場合には、上記した構成によ
り、顧客が商品を試着した自身の姿と、透過部１ａの背面に設けられる表示装置３０に表
示される画像とを同時に確認することが可能になる。また、衣料品店に限らず、店舗等に
設置された場合において、上記した構成により、鏡面部２に写る鏡面像と表示装置３０に
表示される画面とが干渉せず、顧客からの視認性が向上する。
【００３１】
　＜表示装置＞
　透明基板１０の透過部１ａの背面には、表示装置３０が設けられている。表示装置３０
は、例えば液晶ディスプレイ装置、有機ＥＬディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装
置等である。表示装置３０は、例えば不図示の記憶装置に記憶されている画像や、ネット
ワークを介して接続するコンピュータやサーバ等から送信される画像を表示部３０ａに表
示する。上記したように、表示装置付きミラー１００が衣料品店等に設置されている場合
には、表示装置３０には商品の宣伝広告画像や、顧客が必要とする商品情報等が表示され
る。
【００３２】
　表示装置３０は、図２に示すように、表示部３０ａと透明基板１０の透過部１ａの背面
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との間に充填される接着剤１１により、透明基板１０の透過部１ａの背面に密接するよう
に接合されている。
【００３３】
　このように、表示装置３０の表示部３０ａと透明基板１０の透過部１ａとの間に接着剤
１１が充填されることで、透明基板１０の透過部１ａの背面に表示部３０ａの反射像が形
成され難くなる。したがって、透明基板１０の前面側から表示装置３０の表示部３０ａに
表示される画像をより鮮明に見ることが可能になり、表示装置３０の視認性が向上する。
【００３４】
　また、表示装置３０の表示部３０ａの面積は、透過部１ａの面積よりも大きく、表示部
３０ａの外周縁は鏡面部２の背面であって鏡面膜２０に重複するように設けられている。
このような構成により、表示装置３０の表示部３０ａの外周縁が、透明基板１０の前面側
から見えなくなり、表示装置付きミラー１００の意匠性が向上する。さらに、透明基板１
０の前面から表示部３０ａの外周縁が見えなくなることで、表示部３０ａに表示される画
像が、透明基板１０の前面側に浮き上がって見えるような効果が得られる。
【００３５】
　なお、表示装置３０は、複数設けられてもよい。複数の表示装置３０は、例えば異なる
位置に設けられた透過部の背面に、上記した構成でそれぞれ接合される、
　（接着剤）
　表示装置３０と透明基板１０の透過部１ａとの接合に用いられる接着剤１１は、例えば
透明樹脂や、液状の硬化性樹脂組成物等である。例えば接着剤１１が硬化性樹脂組成物で
ある場合には、透過部１ａの背面に未硬化の樹脂組成物を塗布して表示装置３０を配置し
た後、樹脂組成物を硬化させることで、表示装置３０を透明基板１０の透過部１ａに接合
できる。
【００３６】
　接着剤１１は、２５℃におけるせん断弾性率が、例えば１０３Ｐａ～１０７Ｐａである
ことが好ましく、１０４Ｐａ～１０６Ｐａであることがより好ましい。特に、接着剤１１
の２５℃におけるせん断弾性率が１０４Ｐａ～１０５Ｐａである場合には、表示装置３０
と透明基板１０との接合の際に生じ得る空隙を比較的容易に消失させることができる。
【００３７】
　接着剤１１の２５℃におけるせん断弾性率が１０３Ｐａ以上の場合には、塗布された接
着剤１１の形状が維持され易くなる。したがって、塗布された接着剤１１の厚さが比較的
厚い場合であっても、接着剤１１全体で厚さが均一に維持され、表示装置３０と透明基板
１０との接合時に、表示装置３０と接着剤１１との界面に空隙が発生し難くなる。
【００３８】
　また、接着剤１１は、２５℃におけるせん断弾性率が１０４Ｐａ以上で変形が抑制され
、２５℃におけるせん断弾性率が１０７Ｐａ以下で、表示装置３０と透明基板１０の透過
部１ａとの接合密着性が向上する。
【００３９】
　接着剤１１の厚さは、例えば０．０３ｍｍ～２ｍｍが好ましく、０．１ｍｍ～１ｍｍが
より好ましい。接着剤１１の厚さが０．０３ｍｍ以上であれば、透明基板１０の前面から
外力等が加わった際に、接着剤１１が外力による衝撃を十分に低減し、表示装置３０を保
護できる。また、表示装置３０と透明基板１０との間に、接着剤１１の厚さ未満の寸法の
異物が混入しても、接着剤１１の厚さが変化しないため、異物混入による視認性への影響
が抑制される。また、表示装置３０の表示部３０ａの視認性が低下するため、接着剤１１
の厚さは２ｍｍ以下であることが好ましい。
【００４０】
　＜通信装置＞
　透明基板１０の透過部１ｂの背面には、通信装置４０が設けられている。通信装置４０
は、透過部１ｂを介して取得したデータを、表示装置３０に送信する。表示装置３０は、
通信装置４０から送信されるデータに基づいて、例えば不図示の記憶装置から取得した画
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像データを表示部３０ａに表示する。
【００４１】
　表示装置付きミラー１００が衣料品店等に設置されている場合には、例えば顧客が商品
のタグ等を透過部１ｂにかざすと、通信装置４０がタグを読み取って取得したデータを表
示装置３０に送信し、表示装置３０が商品情報等を表示する。あるいは、顧客がスマート
フォンやタブレットＰＣ等の携帯端末を用いて通信装置４０にデータを送信し、表示装置
３０が通信装置４０に送信されたデータに基づいて、顧客が必要とする情報を表示する。
【００４２】
　＜表示装置付きミラーの設置例＞
　表示装置付きミラー１００は、上記したように、例えば衣料品店の間仕切りや柱等に設
置され、顧客が鏡面部２に写る商品を試着した自身の姿と、表示装置３０に表示される商
品情報とを同時に見ることが可能になる。また、通信装置４０が商品に付されているタグ
等を読み取り、商品に関係する情報を表示装置３０に表示させることで、顧客に必要な情
報が提供される。
【００４３】
　また、表示装置付きミラー１００は、衣料品店の試着室に設置されてもよい。この場合
には、例えば表示装置付きミラー１００に正対する顧客を背後から撮影するカメラを設置
し、カメラにより撮影される画像を表示装置３０に表示させる。このような構成により、
商品を試着した顧客は、鏡面部２に写る自身の正面からの姿と、表示装置３０に表示され
る自身の背後からの姿とを同時に確認することが可能になる。顧客は、振り返ることなく
自然な立ち姿のままで、前後から商品を確認して良し悪しを判断することが可能になる。
【００４４】
　さらに、表示装置付きミラー１００は、美容室に設置されてもよい。この場合には、例
えば表示装置付きミラー１００に正対して座席に座る顧客を背後から撮影するカメラを設
置し、カメラにより撮影される画像を表示装置３０に表示させる。このような構成により
、顧客は、鏡面部２に写る正面からの姿と、表示装置３０に表示される背後からの姿とを
同時に確認することが可能になる。顧客は、手鏡等を用いることなく、自身の髪型を確認
することが可能になる。
【００４５】
　以上で説明したように、本実施形態に係る表示装置付きミラー１００によれば、表示装
置３０の表示部３０ａが透過部１ａの背面に接着剤１１を介して接合されることで、表示
装置３０に表示される画像の視認性が向上する。また、表示装置３０には、通信装置４０
によって取得されたデータに基づく画像や、カメラにより撮影された画像等が用途に応じ
て表示され、使用者は鏡面部２に写る姿等と共に様々な情報を取得することができる。
【００４６】
　以上、実施形態に係る表示装置付きミラーについて説明したが、本発明は上記実施形態
に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形及び改良が可能である。
【符号の説明】
【００４７】
１ａ　透過部
１ｂ　透過部（第２透過部）
２　鏡面部
１０　透明基板
１１　接着剤
２０　鏡面膜
２０ａ　銀鏡面膜
２０ｂ　金属保護膜
２０ｃ　裏止め塗膜
３０　表示装置
３０ａ　表示部
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４０　通信装置
１００　表示装置付きミラー

【図１】 【図２】

【図３】
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